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公　　　示

一般乗合旅客自動車運送事業の路線の廃止の届出について

一般乗合旅客自動車運送事業の路線の休止の届出について

１人１車制個人タクシーの法令、地理試験の実施について

一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシー事業に限る。）の許可期限の更新について
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公 示

２３Ｃ２０号

一般乗合旅客自動車運送事業の路線の廃止に関する届出があったので、道路運送法

第１５条の２第２項及び道路運送法施行規則第１５条の６の規定に基づき、次のとお

り公示する。

令 和 ５ 年 １ ０ 月 ５ 日

関 東 運 輸 局 長 勝 山 潔
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１．届出の内容等

事案の件名 一般乗合旅客自動車運送事業の路線の廃止

事案番号 ２３Ｃ２０

届出を行った一般乗合 国際興業 株式会社

旅客自動車運送事業者

名

対象となる路線廃止の 事案番号 ２３Ｃ２０－１

予定日 埼玉県さいたま市岩槻区西町一丁目４４５３番１先

埼玉県さいたま市岩槻区大字馬込２１００番１地先

５．７８キロ

事案番号 ２３Ｃ２０－２

埼玉県蓮田市蓮田一丁目２８０番先

埼玉県蓮田市東五丁目９番先

０．９キロ

事案番号 ２３Ｃ２０－３

埼玉県さいたま市岩槻区平林寺１３８先

埼玉県さいたま市岩槻区馬込９１７先

１．０７キロ

廃止の予定日 令和６年４月１日

廃止を必要とする理由 利用が低迷していることから、運行系統の変更や運行回数

の見直しを行ってきたが、今後も収支が改善する見通しが

たたないため。

２．意見の聴取について

本事案に関して、道路運送法第１５条の２第２項の規定による意見の聴取を行いま

すので、本事案に利害関係を有し、意見の聴取を受けようとする者は、この公示の日

から１０日以内に、次の①～④の事項を記載した意見聴取申請書を関東運輸局自動車

交通部旅客第一課又は埼玉運輸支局輸送担当まで提出して下さい。（郵送による場合

には、期限当日の消印のあるものは有効とします。）

① 意見の聴取を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は、その代表者の氏名

② 事案の件名及び事案番号

③ 意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名
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④ 意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

意見聴取の日時及び場所については、利害関係を有すると認められた者に対して、

実施予定日の１０日前までに別途通知します。

（参 考）

一般乗合旅客自動車運送事業の路線の休廃止については、道路運送法第１５条の２

第１項の規定により、実施予定日の６ヵ月前までに届け出ることで実施可能となって

います。この意見の聴取は、本事案に係る廃止を行った場合における旅客利便の確保

についての意見を聴取し、同条第３項及び第４項に基づく廃止の実施日の繰り上げが

可能かどうかを判断するために行うものです。

意見聴取において届出を行った事業者が繰り上げを希望し、かつ、他の利害関係人

から特段の意見のなかった場合などにおいて、旅客の利便を阻害しないと認められる

ときには、繰り上げを行うことがあります。
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公 示

２３Ｃ２１号

一般乗合旅客自動車運送事業の路線の廃止に関する届出があったので、道路運送法

第１５条の２第２項及び道路運送法施行規則第１５条の６の規定に基づき、次のとお

り公示する。

令 和 ５ 年 １ ０ 月 ５ 日

関 東 運 輸 局 長 勝 山 潔
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１．届出の内容等

事案の件名 一般乗合旅客自動車運送事業の路線の廃止

事案番号 ２３Ｃ２１

届出を行った一般乗合 国際興業 株式会社

旅客自動車運送事業者

名

対象となる路線廃止の 事案番号 ２３Ｃ２１－１

予定日 埼玉県朝霞市浜崎１－１先

埼玉県朝霞市大字田島６２－１先

２．８３キロ

事案番号 ２３Ｃ２１－２

埼玉県朝霞市大字内間木４１７番地１地先

埼玉県朝霞市大字上内間木３１２番地１地先

２．５キロ

事案番号 ２３Ｃ２１－３

埼玉県朝霞市溝沼１２８２－５地先

埼玉県朝霞市大字溝沼字五反田１３４０－１地先

０．３１キロ

廃止の予定日 令和６年４月１日

廃止を必要とする理由 平成６年以来、朝霞市と運行協定を締結し運行してきたが、

令和６年４月に改善基準告示の改定があり、運転士の確保

が厳しいため。

２．意見の聴取について

本事案に関して、道路運送法第１５条の２第２項の規定による意見の聴取を行いま

すので、本事案に利害関係を有し、意見の聴取を受けようとする者は、この公示の日

から１０日以内に、次の①～④の事項を記載した意見聴取申請書を関東運輸局自動車

交通部旅客第一課又は埼玉運輸支局輸送担当まで提出して下さい。（郵送による場合

には、期限当日の消印のあるものは有効とします。）

① 意見の聴取を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は、その代表者の氏名

② 事案の件名及び事案番号

③ 意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名
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④ 意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

意見聴取の日時及び場所については、利害関係を有すると認められた者に対して、

実施予定日の１０日前までに別途通知します。

（参 考）

一般乗合旅客自動車運送事業の路線の休廃止については、道路運送法第１５条の２

第１項の規定により、実施予定日の６ヵ月前までに届け出ることで実施可能となって

います。この意見の聴取は、本事案に係る廃止を行った場合における旅客利便の確保

についての意見を聴取し、同条第３項及び第４項に基づく廃止の実施日の繰り上げが

可能かどうかを判断するために行うものです。

意見聴取において届出を行った事業者が繰り上げを希望し、かつ、他の利害関係人

から特段の意見のなかった場合などにおいて、旅客の利便を阻害しないと認められる

ときには、繰り上げを行うことがあります。
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公 示

２３Ｃ２２号

一般乗合旅客自動車運送事業の路線の休止に関する届出があったので、道路運送法

第１５条の２第２項及び道路運送法施行規則第１５条の６の規定に基づき、次のとお

り公示する。

令 和 ５ 年 １ ０ 月 ５ 日

関 東 運 輸 局 長 勝 山 潔
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１．届出の内容等

事案の件名 一般乗合旅客自動車運送事業の路線の休止

事案番号 ２３Ｃ２２

届出を行った一般乗合 丸建つばさ交通 株式会社

旅客自動車運送事業者

名

対象となる路線 事案番号 ２３Ｃ２２－１

埼玉県白岡市彦兵衛７丁目１１番地先

埼玉県白岡市太田新井１１５７番地先

０．４３キロ

事案番号 ２３Ｃ２２－２

埼玉県白岡市太田新井１１５７番地先

埼玉県白岡市太田新井４８２番地先

０．０７キロ

事案番号 ２３Ｃ２２－３

埼玉県白岡市太田新井４８２番地先

埼玉県白岡市太田新井１１５６番地３先

０．０６キロ

事案番号 ２３Ｃ２２－４

埼玉県白岡市太田新井１１５３番地先

埼玉県白岡市彦兵衛１５３番地３先

１．３１キロ

事案番号 ２３Ｃ２２－５

埼玉県白岡市彦兵衛１７６番地先

埼玉県白岡市上野田１２８７番地２先

１．８４キロ

事案番号 ２３Ｃ２２－６

埼玉県白岡市上野田１２８７番地２先

埼玉県白岡市上野田７２６番地２先

０．６キロ

事案番号 ２３Ｃ２２－７

埼玉県白岡市上野田７２６番地２先

埼玉県白岡市上野田７３７番地７５先
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０．４キロ

事案番号 ２３Ｃ２２－８

埼玉県白岡市上野田７３７番地７５先

埼玉県白岡市上野田４８７番地５先

０．４３キロ

事案番号 ２３Ｃ２２－９

埼玉県白岡市上野田４８７番地５先

埼玉県白岡市上野田４２４番地７先

０．３８キロ

事案番号 ２３Ｃ２２－１０

埼玉県白岡市上野田４２４番地７先

埼玉県白岡市千駄野６５７番地８先

１．２６キロ

事案番号 ２３Ｃ２２－１１

埼玉県白岡市千駄野４３２番地先

埼玉県白岡市千駄野４３２番地先

０．０７キロ

事案番号 ２３Ｃ２２－１２

埼玉県白岡市千駄野４３２番地先

埼玉県白岡市千駄野３９８番地先

０．０８キロ

事案番号 ２３Ｃ２２－１３

埼玉県白岡市千駄野３９８番地先

埼玉県白岡市千駄野３４５番地先

０．８キロ

事案番号 ２３Ｃ２２－１４

埼玉県白岡市千駄野３４５番地先

埼玉県白岡市千駄野３４５番地先

０．５４キロ

事案番号 ２３Ｃ２２－１５

埼玉県白岡市千駄野３４５番地先
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埼玉県白岡市千駄野３５６番地１先

０．４３キロ

事案番号 ２３Ｃ２２－１６

埼玉県白岡市千駄野６５７番地８先

埼玉県白岡市千駄野７１９番地先

０．２キロ

事案番号 ２３Ｃ２２－１７

埼玉県白岡市千駄野７１９番地先

埼玉県白岡市小久喜７３１番地１先

０．３キロ

事案番号 ２３Ｃ２２－１８

埼玉県白岡市小久喜７３１番地１先

埼玉県白岡市小久喜７３６番地１先

０．０７キロ

事案番号 ２３Ｃ２２－１９

埼玉県白岡市小久喜７３６番地１先

埼玉県白岡市小久喜１１０９番地１５先

０．０９キロ

事案番号 ２３Ｃ２２－２０

埼玉県白岡市小久喜１１０９番地１５先

埼玉県白岡市小久喜１１０９番地１５先

０．１４キロ

事案番号 ２３Ｃ２２－２１

埼玉県白岡市小久喜７３１番地１先

埼玉県白岡市小久喜７２９番地１先

０．０９キロ

事案番号 ２３Ｃ２２－２２

埼玉県白岡市小久喜７２９番地１先

埼玉県白岡市小久喜６７４番地３先

０．２６キロ

事案番号 ２３Ｃ２２－２３
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埼玉県白岡市小久喜６７４番地３先

埼玉県白岡市小久喜９２０番地２先

０．３１キロ

事案番号 ２３Ｃ２２－２４

埼玉県白岡市小久喜９２０番地２先

埼玉県白岡市小久喜９３８番地１２先

０．１８キロ

休止の予定日 令和６年３月１４日～令和７年３月１３日

休止を必要とする理由 運転者退職により募集をしているが応募がなく、運行を維

持できないため。

２．意見の聴取について

本事案に関して、道路運送法第１５条の２第２項の規定による意見の聴取を行いま

すので、本事案に利害関係を有し、意見の聴取を受けようとする者は、この公示の日

から１０日以内に、次の①～④の事項を記載した意見聴取申請書を関東運輸局自動車

交通部旅客第一課又は埼玉運輸支局輸送担当まで提出して下さい。（郵送による場合

には、期限当日の消印のあるものは有効とします。）

① 意見の聴取を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は、その代表者の氏名

② 事案の件名及び事案番号

③ 意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名

④ 意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

意見聴取の日時及び場所については、利害関係を有すると認められた者に対して、

実施予定日の１０日前までに別途通知します。

（参 考）

一般乗合旅客自動車運送事業の路線の休廃止については、道路運送法第１５条の２

第１項の規定により、実施予定日の６ヵ月前までに届け出ることで実施可能となって

います。この意見の聴取は、本事案に係る休止を行った場合における旅客利便の確保

についての意見を聴取し、同条第３項及び第４項に基づく休止の実施日の繰り上げが

可能かどうかを判断するために行うものです。

意見聴取において届出を行った事業者が繰り上げを希望し、かつ、他の利害関係人

から特段の意見のなかった場合などにおいて、旅客の利便を阻害しないと認められる

ときには、繰り上げを行うことがあります。
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◎１人１車制個人タクシーの法令、地理試験の実施について

令和　５年１０月　５日

関 東 運 輸 局 長

営  業  区  域 特別区 ・ 武三交通圏 、 北多摩交通圏 、 南多摩交通圏

京浜交通圏 、県央交通圏

千葉交通圏 、京葉交通圏 、東葛交通圏

県南中央交通圏 、県南東部交通圏 、県南西部交通圏

中 ・ 西毛交通圏

宇都宮交通圏

試 験 対 象 者 ①

②

③

試験実施日時 １．空白日時：令和５年１１月９日（木）

場所：神奈川県横浜市中区北仲通５－５７　横浜第二合同庁舎

及び ①京浜交通圏

試験実施場所 ②北多摩交通圏、南多摩交通圏、県央交通圏

２．空白日時：令和５年１１月１８日（土）

場所：東京都豊島区西巣鴨３－２０－１　大正大学

③特別区・武三交通圏

④その他の交通圏

※　なお、試験会場については、試験実施通知書により受験者へ通知する。

（備考）試験に関する問合わせ先　関東運輸局自動車交通部旅客第二課監理第一係　電話番号045(211)7246

栃 木 県

令和５年８月１日から令和５年８月３１日までに事前試験の受験申込をし、

下記日時に実施する試験の通知を受けた者

令和４年１０月１日から令和５年９月３０日までに譲渡譲受の認可申請をし、

下記日時に実施する試験の通知を受けた者

公　　示

東 京 都

神 奈 川 県

千 葉 県

埼 玉 県

　平成１４年１月３１日付けで公示した「一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシー事業に限
る。）の許可等に係る法令及び地理の試験の実施について」に基づき、下記により実施する。

群 馬 県

13時20分から15時50分まで（地理試験免除者については13時20分から15時00分まで）

13時20分から15時40分まで（地理試験免除者については13時20分から14時50分まで）

13時20分から15時40分まで（地理試験免除者については13時20分から14時50分まで）

13時20分から15時50分まで（地理試験免除者については13時20分から15時00分まで）

令和５年９月１日から令和５年９月３０日までに許可の申請をし、

下記日時に実施する試験の通知を受けた者

（特別区・武三交通圏、北多摩交通圏、南多摩交通圏、京浜交通圏、県央交通圏を除く各交通圏）
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◎一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシー事業に限る。）の許可期限の更新について

　　下記の者の経営に係る一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシー事業に限る。）の許可期限の

　更新については、令和５年10月15日以降、更新しないこととしたので公示する。

　令和５年10月5日　　　　関東運輸局長　勝山　潔

　　事案番号　23Ｂ19

氏名 佐藤　誠

住所 東京都江東区

許可年月日

許可番号 71東陸自1旅2第12054号

許可に付した期限

公　　　示

○

昭和46年10月29日

令和4年11月30日
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◎一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシー事業に限る。）の許可期限の更新について

　　下記の者の経営に係る一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシー事業に限る。）の許可期限の

　更新については、令和５年10月15日以降、更新しないこととしたので公示する。

　令和５年10月5日　　　　関東運輸局長　勝山　潔

　　事案番号　23Ｂ20

氏名 石垣　定初

住所 東京都墨田区

許可年月日

許可番号 03関自旅2第01573号

許可に付した期限

公　　　示

○

平成15年2月6日

令和4年11月30日
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